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令和3年8月1日発行 一般社団法人東村山青色申告会 第220号(3)

の割合 は、図のように段階的に減らされる予定てす。 「 2023年の時点てはまだ決断しかねる」あるい は

「他の免 税 事 業 者の動静も見てから判断をし たい 」という免 税 事 業者も多いかと思います。

2026年q月まてなら、取 引先 令和 5 年 10月 令和 8 年10月

(2043年） （2026年）
の企業等も仕入税額相当額の

区分記載請求書等保存方式 HI.，．= □"～ 3年 =:>
111�1

八

80％を控除することが てきます

のて
，，

、これを目処に、しばらく様

子を見 るのも一 つの手てす。

免税事業者からの仕入れにつき i免税事業者からの仕入れにつきI 111 3年
〉 IIL全額控除可能 ： 8 0％控除可能※ I | ―------―ーレ／

！免税事業者からの仕入れにつき l

I インポイス1 制度実施 II | 5 0％控除可能 ※ 1 控除不可

登録申請のスケジュ ー ル
※仕入税額控除の適用にあたっては、 区分記載請求書

等の保存などの一 定の要件が必要

・適格請求書（＝インボイス）発行事業者の登録申請は 2021 年 10 月 1 日から提出可能です。
•制度開始時から発行事業者として登録する場合には、 2023 年 3 月 31 日までに申請書を提出しましょう。
•免税事業者がインボイス制度の導入される日 (2023 年 10 月 1 日）から適格請求書（＝インボイス）発行事

業者として登録する場合には、「課税事業者選択届出書」の提出は不要です。制度開始時から新たに課税
事業者となった個人事業者は、翌年に 2023 年 10 月～12 月の取引について消費税の申告・納付が必要
となります。

適格請求書（＝インボイス）発行事業者に登録するための登録申請書は、2021 年（令和3年）10 月1日から 提出可

能て
，'

す。インボイス制度が導入される 2023 年（令和 5 年）10月1日から登録を受けるためには、原則として、2023

年（令和5年）3月 3 1 日（ただし、困難な事情がある場合には、 令和5年q月 30 日）まてに登録消3 請書をオ是出する必要があります。
2021 年（令和 3 年） 10 月 1 日 2023 年（令和 5 年） 3 月 31 日 2023 年（令和 5 年） 10 月 1 日

••·······························································••
f登録申請書の提出を受けた後、審査に 一定
： の時間 を要しますので、早めに提出を！
： ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．： 

登録申請書の提出期限
(2023年 10 月 1 日から
登録を受ける場合）

免税事業者が適格請求書（＝インボイス）発行事業者の登録を受けるためには、登録申請書に加えて 「消費税課税事

業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。経過措置として、インボイス制度が導入される

2023 年（令和5年）10月1日 を含む課税期間中に免税事業者が登録を受ける場合、課税事業者選択届出書の

提出は不要て
‘

、登録を受けた日から課税事業者となります。制度開始時から新たに課税事業者となった個人事業者

の場合は、翌年に 10月～12月の 3カ月間分の取引について、消費税の申告・納付が必要となります。

（例） 免税事業者である個人事業者が 2023年 10 月 1 日に登録を受けた場合

2022年（令和4年） 2023年（令和5年） 2024 年（令和6年）

登録日 2023年（令和 5年） 10 月 1 日

免税事業者 免税事業者 適格請求書発行事業者
（課税事業者）

登録申請書提出
2023年（令和 5年） 3 月 31 日までに提出

戸〕
課 税 事 業 者選択届出書 の 提
出なしで、登録を受けることが
できます 。

課税 期間の中途である登録日から課税事業者となり、 2023 年
（令和5年） 10 月 1 日以降の課税資産の譲渡等について、消
費税の納税義務が生じます 。

く都税事務所からのお知らせ＞

個人事業税の納税には、安心・便利な□座振替をご利用ください。
口座振替の申込みは「都税Web□座振替申込受付サー ビス」が便利です。

主税局HPの専用サイトから必要事項を入力することでお手続きできます。
詳しくは専用サイトをご確認ください。 1 都税Web口座振替 I 巨因し
8月1 0日（火）までの申込みで第1期分からの口座振替が可能です。 回訟T'....-- ．

Web口座振替申込受付サー ビス以外による申込みも可能です。口座振替依頼書が必要な
方は、主税局HPからダウンロ ー ドしていただくか下記お問合せ先までご連絡ください
く□座振替の問合せ先＞ 主税局徴収部納税推進課(03-3252-0955平日9時～17時）

次号では
（業種別）

インボイス
制度の導入で
変わることを

解説！

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/common/web_kouzafurikae.html
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帳簿を
つける 複式簿記講習会

６５万控除目指して

もっと
便利に パソコン応用講習会

応用講座
( 講習費 /１講座　1,000 円 )

選べる
4種類 無料相談会 ( 完全予約制 )

専門家による

TEL
〒189-0022

DARIA 東村山西口店

東京都東村山市野口町 1-17-3SOHJU-303

042-932-6577

( 餅萬 3F 入口 )
営業時間  9:30 ～ 19:00
最終受付時間　    18:00
定休日 / 日・祝日 @pola_higashimurayamaeki

（餅萬３F　入り口は裏手）

https://www.hoikushi-kekkon.com/
https://www.pola.co.jp/esthe/information/
https://www.instagram.com/pola_higashimurayamaeki/
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当会は支援金申請の事前確認機関となっています。
詳しくはお電話ください！ ff042-3q4-4523 

お問い合わせ先（月次支援金事務局）
匹0 I 20-21 1-240 
受付時間
8:30-1q:oo（土日、祝日含む全日対応）

緊急事態宣言等の影響て
‘2021年対象月の月間売上が201q年または2020年の同月と比べて

50％以上減少している事業者を対象とした支援金て
‘

す。
審査が通ると4月～8月の各月て上限10万円、合計最大50万円の給付となります。lヶ月ごとの

審査となるため対象月の帳簿等の書類が必要になります。既に一 時支援金を受け取っている事業者の方
は事前確認が不要になり提出する書類も一 部省略てきるようになりました。

初めて申請する方は申請IDの発行と登録確認機関ての事前確認が必要て
，'

す。
詳しくはQRコ ー ドの読み取りもしくは、「月次支援金」て検索！ 瓢

東京都中小企業者等

月次支援給付金
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お問い合わせ先（月次支援給付金事務局）
な03-6740-5qg4
受付時間
q:oo-1q:oo（土日、祝日含む全日対応）

酒類販売 I 
事業者 ： 

(11)万円1月） i 国支援合に加鯰
L-―芯てぷ云―--l

(25万Fl3 /月） I 
I 

国の月次支援金

(10万円J月）

：中小企業等に対する支給上限額：
： （括弧内は個人事業者等） ！ 
'---- --- ----- -- ---------- -----―ー・

2021年7月14日現在

※2021年の4·5·6
各月の亮上減少
(20内年同月または
2020年同月と比較）

(5万円／月）

30~50％未満の売上減少※

因

都内中小企業者等に対し、 業界団体が作成した新型コロナウイルス惑染拡大予防ガイドライン等に

基づき行う取組費用の
一

部を助成します。

また、 3者以上の中小企業者等で構成されるグルー プでの共同申請及び中小企業団体等については

消耗品の購入蓋も助成対象となります。

都内中小企業者等に対し、
ガイドライン等に基づいて実施
した感染症対策の費用の 一

部を助成します。
申請の種類は3パタ ー ンあ

リ、それぞれ申請の条件や助
成金額などが違うのて

，'

、次の
ペ ー ジて詳細を説明します。

お問い合わせ先
（中小企業等による感染症対
策助成事業事務局）
匹03-4477-2886
受付時間q:oo-1q:oo
（土日、祝日は17:00まて）

2021年7月14日現在

＾ 

四

https://tokyogetsuji.metro.tokyo.lg.jp/
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html





https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/kansentaisaku.html
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9月・10月の個別指導会

至 秋津

mailto:info@aoiro.or.jp

